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「印鑑レスサービス」取引規定

1 ．ʮҹؑϨεαʔϏεʯͱ
　「印鑑レスサービス」とは、当金庫本ࢧ店૭ޱにおいて店頭用λϒレッτを使用した、預金
者本人໊ٛの預金の払戻し（解約および定ظ預金の一ׅܧ続をؚみます）にあたり、払戻ٻ
書等への໊هԡ印による手続きによらͣ、本人確認がՄな当金庫所定のثػ（以下「本人確
認装置」といいます）を利用したୈ̐条に定める本人確認方法により預金者本人をಛ定し、預
金の払戻し手続きを行͏サービスをいいます。
２ ．利用ରऀ
　「印鑑レスサービス」は、当金庫の普通預金をܖ約しているݸ人の方で、城南ＩＣキャッシ
ュカード（本人のカードのみとし、ཧ人カードは除きます。以下「カード」といいます）を
発行し、そのカード上のＩＣνッϓに「手のひら静脈認証情報」を登録ࡁみの方を対とし、
申込みにより取り扱います。
ú ．取扱ళ͓Αͼ取扱時ؒ
　「印鑑レスサービス」の利用申込みならびに利用停止は、普通預金をܖ約されている当金庫
本ࢧ店のӦۀ時ؒ中に所定の૭ޱにてお取扱いをします。
û ．ຊਓ֬ೝํ๏
　「印鑑レスサービス」は「本人確認装置」を使用して、手のひら静脈認証情報登録ࡁの「カ
ード」とお٬༷の手のひら静脈認証情報のর合・一கをもって本人のಉ一ੑを確認します。一
க確認ができない場合には「印鑑レスサービス」による預金の払戻しを停止させていただきま
す。
　なお、預金の払戻しを受けるにあたり、正当なݶݖを有することを確認するҝ、公త書ྨの
提示等の手続きをٻめることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときはこの確認が
できるまで払戻しを行いません。
ü ．利用ํ๏等
（1）払戻しの対となる預金
　「印鑑レスサービス」での払戻しの対となる預金は、利用申込みをされた当金庫の取引
店における利用者ご本人໊ٛの、通知預金、ೲ੫४උ預金、定ظ預金、定ظ積金ٴび積ཱ定
。るものとしますݶ預金にظ
˞�普通預金は、「本人確認装置による普通預金の払戻しに関する取引規定」によりお取扱い
します。

（2）利用の申込について
　当金庫の取引店にて所定の方法によりお申込みください。

（3）申込・利用の੍ݶ
①　ෳの普通預金をܖ約され、それͧれについて「手のひら静脈認証情報」が登録された
カードをおͪ࣋の場合でも「印鑑レスサービス」のご利用申込は、̍࠲ޱのカードしかで
きません。

②　定ظ預金・定ظ積金を取引店以֎で払戻しされる場合、取扱いできない場合があります。
（4）利用停止ޙの取扱い
　ୈ̕条による利用の停止ޙは、各預金規定等にଇった払戻し手続きにより取り扱います。

ý ਓใ等ݸ．
　利用者は「印鑑レスサービス」を利用するにあたり、以下の事項についてಉ意するものとし
ます。
（1）利用者が、「印鑑レスサービス」の利用を申し込みまたは利用の停止をґཔするときに、
当金庫が利用者のݸ人情報を取得・利用・อଘ・ഇغすること。

（2）利用者が、当金庫所定の૭ޱを用いて当金庫所定の預金の払戻し取引を行͏ときに、当金
庫が利用者のݸ人情報を取得・利用・ഇغすること。

þ ．Χʔυのཧ等
（1）当金庫は、使用されたカードが、当金庫が利用者ご本人に発行したカードであること、お
よび手のひら静脈認証情報が、カードに登録された手のひら静脈認証情報と一கすることを
当金庫所定の方法により確認の͏͑、預金の払戻し取引を行います。

（2）カードは他人に使用されないよ͏อしてください。
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８ ．免責事項
　当金庫が所定の本人確認方法により利用者と認め、払戻し取引を行ったときは、当金庫はカ
ード・手のひら静脈認証情報につき、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのため
に生じた損害については責任を負いません。
９ ．利用の停止
（1）「印鑑レスサービス」の利用は、当事者の一方の都合で通知によりいつでも停止すること
ができます。ただし、当金庫に対する停止の通知は当金庫所定の書面による届け出とします。
なお、停止の届け出は当金庫の取引店において停止手続きが終了した時点で有効となります。

（2）当金庫が停止の通知を届け出の住所宛てに発信し、その通知が受領拒否等の事由により利
用者に到着しなかった場合は通常到着すべき時に到着したものとみなします。

（3）利用申込時に登録した普通預金が解約されたとき、その預金の「手のひら静脈認証情報」
を登録したカードを当金庫に返却されたときは「印鑑レスサービス」の利用は停止されたも
のとみなします。

（4）利用者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも利用者に連絡する
ことなく、利用を停止することができるものとします。
①　住所変更の届け出が未提出等により、当金庫において利用者の所在が不明となったとき
②　相続の開始があったとき
③　利用者がこの規定に違反する等、当金庫が利用中止を必要とする相当の事由があったと
き

10．障害時の取扱い
　本人確認装置に障害が生じたとき、当金庫が本人確認情報を取得できないと判断したとき、
その他当金庫が認める相当の事由があるときは、「印鑑レスサービス」の利用を中止するとき
があります。この場合、当金庫に故意または重大な過失があるときを除き、当金庫は責任を負
わないものとします。

11．規定の準用
　この規定に定めのない事項については、当金庫の預積金に関する各規定、「城南キャッシュ
カード規定」、「城南ＩＣキャッシュカードについて」、「生体認証のご利用について」により取
り扱います。

1２．規定の変更等
（1）この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由が
あると認められる場合には、店頭表示、ホームページへの掲載その他相当の方法で変更内容
および変更日を公表することにより、変更できるものとします。

（2）規定の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以　　上
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